
団
体
/
企
業

個
人

政党

政党支部

政治団体

政治団体

政治家個人
現金相当物以外の物品のみ１５０万円可。
選挙運動に関しては、１５０万円まで可。

：政治資金の内部移転

：政治資金の流れ

政
治
資
金
収
支
報
告
の
対
象

現状：政党、政治団体、政治家個人の間の資金移転

：ウラ金の背景となっている
やり取り



団
体
/
企
業

個
人

政党本部 政党支部

政治団体政治団体

政治家個人

：政治資金の流れ

財
務
諸
表
の
対
象

あるべき姿：政党、政治団体、政治家個人の間の資金移転

政治団体

本支店会計

連結財務諸表の範囲

：本提言による法改正によっ
て将来解消することを期待



現状：政党と支部、政治家個人等との関係

本

部

政治団体

政治家個人

政党支部団体、個人への贈与？

政党交付金

政治資金
の寄付

（収入） （支出）

政治家個人
（役職者）

政党支部、政治団体、個人が混然一体

仮払い金？個人への贈与？

支部

政 党

：ウラ金の背景となっている
やり取り



あるべき姿：政党と支部、政治家個人等との関係

政党交付金

政治資金
の寄付

（収入）

政治団体

政治家個人

本

部

支部
支部

支部

支部

政治家個人
（役職者）

政党活動のための政治家個人への
「仮払金」か、個人や政治団体への
「贈与」かが勘定費目によって明瞭に。

（支出）

政 党
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